
 京都市上下水道局公有財産及び物品規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和２年３月３１日 

京都市公営企業管理者   

上下水道局長 山添 洋司 

京都市上下水道局管理規程第１４号 

   京都市上下水道局公有財産及び物品規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局公有財産及び物品規程の一部を次のように改正する。 

第１条中「公有財産の取得」を「公有財産及び物品の取得」に改める。 

第２章第１節の節名を次のように改める。 

第１節 行政財産の使用許可及び貸付け 

第３条第１項ただし書中「３年」を「５年」に改める。 

第４条第１項中「行政財産の使用許可」の右に「（以下「使用許可」という。）」を加え

る。 

第４条の２第１項中「使用の許可」を「使用許可」に，同条第２項各号列記以外の部分

中「又は日額」を「，日額又は１時間を単位とした額」に改める。 

第５条から第５条の２までを次のように改める。 

第５条から第５条の２まで 削除 

第６条第１項中「，次条及び第１８条の５」を削り，「法人」の右に「その他の団体」を

加え，「主たる事務所」を「事務所又は事業所」に，「次条及び第１８条の５」を「第１８

条の５及び第１８条の１０」に改める。 

第７条から第１２条までを次のように改める。 

第７条から第１２条まで 削除 

第１３条の次に次の３条を加える。 

（準用） 

第１３条の２ 第１８条の５から第１８条の１４まで（第１８条の６，第１８条の９第５

号及び第１８条の１３を除く。）の規定は，使用許可の場合に準用する。この場合にお

いて，第１８条の７第１項第１号及び第２号中「貸付契約の締結日」とあるのは「使用

許可に係る通知を発した日」と，第１８条の１０各号列記以外の部分中「借受人等に係

る変更届出書（第１１号様式）」とあるのは「使用許可を受けた者等に係る変更届出書

（第４号様式）」と，同条第１項第１号中「借受人」とあるのは「使用者，管理人」と，



第１８条の１２第１項中「借受物件滅失損傷届出書（第１２号様式）」とあるのは「使

用物件滅失損傷届出書（第５号様式）」と読み替えるものとする。 

（貸付期間等） 

第１３条の３ 行政財産の貸付期間は，次のとおりとする。ただし，管理者が公益上必要

があると認めるときは，これらの期間を超えることができる。 

   土地 

  ア 建物の所有を目的とするとき。 

   (ｱ) 借地借家法第２２条の規定の適用を受けるとき。 ５０年以上６０年以内 

   (ｲ) 借地借家法第２３条の規定の適用を受けるとき。 １０年以上５０年未満 

   (ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外のとき。 ３０年以内 

  イ ア以外のとき。 

   (ｱ) その敷地面積が５，０００平方メートル以上である工作物の所有を目的とする

とき。 ３０年以内 

   (ｲ) (ｱ)以外のとき。 ５年以内 

   建物及び工作物 １０年以内 

２ 前項（同項第１号ア(ｱ)及び(ｲ)を除く。）の期間の更新については，第３条第２項の

規定を準用する。 

（準用） 

第１３条の４ 第１８条の３から第１８条の１４までの規定は，行政財産を貸し付け，又

は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。この場合に

おいて，第９号様式中「種別」とあるのは，「名称」と読み替えるものとする。 

第２章第２節の節名を次のように改める。 

第２節 普通財産の貸付け 

 第１７条第２号中「第１８条」を「次条」に改める。 

第１８条の２第１項各号列記以外の部分中「以下」の右に「この章において」を加え，

同項第１号を次のように改める。 

  土地 

ア 建物の所有を目的とするとき。 

(ｱ) 借地借家法第２２条の規定の適用を受けるとき。 ５０年以上６０年以内 

(ｲ) 借地借家法第２３条の規定の適用を受けるとき。 １０年以上５０年未満 



(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外のとき。 ３０年以内 

イ ア以外のとき。 

(ｱ) その敷地面積が５，０００平方メートル以上である工作物の所有を目的とす  

るとき。 ３０年以内 

(ｲ) (ｱ)以外のとき。 ５年以内 

第１８条の２第１項第３号中「その他普通財産」を「その他の財産」に改め, 

同条第２項を次のように改める。 

２ 前項（同項第１号ア(ｱ)及び(ｲ)を除く。）の貸付期間の更新については，第３条第２

項の規定を準用する。 

第１８条の５第２項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項第１号中「本市又は

本市に隣接する市町村の区域内」を「日本国内」に改める。 

第１８条の６第１項中「普通財産の貸付料（以下「」及び「」という。）」を削る。 

第１８条の７第１項各号列記以外の部分中「全額（第１号に掲げる場合にあっては，当

該年度に係る額）」を「，当該年度に係る額の全額」に改め，同条各号を次のように改め

る。 

  当該年度に係る貸付期間が１年である場合 貸付契約の締結日の翌日又は年度の初

日から起算して３０日以内 

  前号に掲げる場合以外の場合 貸付契約の締結日の翌日又は年度の初日から起算し

て１０日以内 

第１８条の７第２項，第１８条の８第１項及び同条第２項中「納入期限」を「納期限」

に改める。 

第１８条の９第４号を同条第５号とし，同号を次のように改める。 

  第１８条の４（第１３条の４において準用する場合を含む。）の規定により指定を

受けた用途の変更 

第１８条の９第３号の次に次の１号を加える。 

  借受物件の使用目的の変更 

第１８条の１０第１項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め，同項第１号

中「（法人にあっては，名称又は主たる事務所の所在地）」を削り，同項第４号を削り，

同項第５号を同項第４号とし，同条第２項第４号中「第５号」を「第４号」に改める。 

第１８条の１３第１項各号列記以外の部分中「各号」の右に「のいずれか」を加える。 



第３章の章名を次のように改める。 

第３章 物品の貸付け 

第１９条第１項中「以下」の右に「この章において」を加える。 

第２２条中「第５条，第５条の２及び第７条から第１３条まで」を「第１３条，第１８

条の５，第１８条の７から第１８条の１２まで及び第１８条の１４」に改める。 

 第１号様式を次のように改める。 



 



第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



第４号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



第６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



第７号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



第８号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



第９号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第１０号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



第１１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第１２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



第１３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第１４号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，管理者が認めるものに限り，当分の間，これを使用するこ

とができる。 

                            （上下水道局経営戦略室） 


